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〇荒木教育次長 

皆さんこんにちは。 

定足数に達しておりますので、令和７年第１１回定例教育委員会を開会い

たします。 

はじめに、金﨑教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

 



〇金﨑教育長 

（教育長 挨拶） 

 

〇荒木教育次長 

次に、１０月２４日に開催いたしました教育委員会の会議録につきまして

ご承認をお願いいたします。 

ご承認頂けますでしょうか。 

ありがとうございました。 

令和７年第１０回定例教育委員会会議録につきましては承認されました。 

続きまして、次第４ 報告でございます。 

まずは１０月２５日から本日までの教育行政報告でございます。 

資料の１ページをお願いいたします。 

初めに教育総務課です。 

１１月４日、長崎県市町村教育委員会連絡協議会、第２回小委員会が佐世

保市で開催されております。 

２１日には長崎県町村教育長会第２回協議会、視察研修で大分県玖珠町を

訪問しております。 

また２３日に長崎県ＰＴＡ研究大会諫早大会が開催され、いずれも教育長

が出席をいたしております。 

次に学校教育課です。 

１０月２６日に長与小、高田小、北小学校で運動会が開催されたほか、１

１月には、６日に高田小、１３日に長与小、北小が熊本方面への修学旅行を

実施しております。 

１０月３０日には第４回、高田の未来を語る会が開催されております。 

学校名について、幾つかの候補が挙げられ、これらに託した思いなどを子

どもたちが発表し、協議が行われました。 

その後、義務教育学校の名称は高田学園に決定したとの答申を頂いており

ます。 

１０月３１日、洗切小学校１５０周年記念式典が開催されました。 

自治会やＰＴＡのお力添えにより新調された学校旗の披露や、記念スライ

ドショーにより、洗切小学校の歴史を振り返るなど、厳かかつ和やかな式典

となりました。 

１１月１０日に長与町新しい学校づくり検討委員会を開催しております。 

子どもたちの学びの質を高めるために、週当たりの授業時数を短くすること

などについて、前回に引き続き、委員の皆様から御意見を頂戴いたしました。 

また、教育職員の業務量の適切な管理などに関して国から示されました学



校と教師の業務の３分類についても、幅広い御意見を頂戴いたしました。 

最後に、生涯学習課です。 

１０月２６日に、上長与地区公民館・コミュニティーまつりが開催されて

おります。 

今年は地域一体となったコミュニティー活動を推進することを目的に、名

称も変更され、日頃の学習や活動の成果を発表されておりました。 

１１月３日、町民文化祭表彰式典、文化講演会が開催されました。 

翌週の８日、９日には、芸能祭や音楽祭も行われ、芸能祭には３１団体、

音楽祭には１４団体が参加。日頃の練習の成果を発表されておりました。 

そのほか、文化作品展や学校作品展では、個性光る作品や芸術性の高い作

品が揃っておりました。 

１１月５日には、地域部活動について、高知県土佐市議会からの視察を受

入れております。 

２３日には長与町公民館体験会が開催され、日頃の活動を発表し合いなが

ら、参加者も一緒にこれを体験するという趣向を凝らした企画に会場は大変

盛り上がっておりました。 

以上が教育行政報告になります。 

２点目の学校事故及び、３点目の委任事項につきましては、報告すべき重

要事項等はございません。 

ここまでで、皆さまからご質問等ございませんでしょうか。 

それでは、次第５ 議事に移りたいと思います。議事の進行を金﨑教育長

にお願いいたします。 

○金﨑教育長 

それでは、議案第４０号、長与町立高田学園の設置に伴う関係条例の整理

に関する条例についての提案理由の説明を求めます。 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

議案第４０号、長与町立高田学園の設置に伴う関係条例の整理に関する条

例について、提案理由を申し上げます。 

資料は３ページからになります。 

本議案は、義務教育学校の設置に伴い、関係する条例を一体的に整備する

ものです。 

このうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第１号の規

定により、学校の設置及び廃止に関して、条例案を上程予定の１２月議会に

先立ち、定例教育委員会の審議に付するものでございます。 

改正条例案のうち、町立学校設置条例において、義務教育学校、高田学園



の追加が学校の設置、高田小学校及び高田中学校の削除が学校の廃止と御理

解頂ければと思います。 

なお、暴力団排除条例、というものもございますが、教育委員会の所管外

となりますけれども、一連のものとして、併せて御説明差し上げたいと思い

ます。 

詳細につきましては、担当課長より説明をいたします。 

○教育総務課久原課長 

それでは、中身について御説明をしたいと思います。 

改め文はちょっと読みづらいところもございますので９ページ以降の新旧

対照表のほうを見ていただければと思います。 

今ほどございました、義務教育学校を新たに来年４月より設置することに

伴い、その設置の根拠となる規定を追加すること。そして、それに伴って変

更が必要となった関係する条例を一体的に整備するものです。 

改正の対象となる条例でございますが、特別職非常勤職員の報酬条例、そ

して学校設置条例、学校体育施設使用料条例、学校給食共同調理場条例、そ

して五つ目、暴力団排除条例を変更の対象としております。 

それでは改正の中身について御説明差し上げます。同じく９ページです。 

別表教育委員会の項中、右側改正後ですね、学校医（一般）及び学校歯科

医の報酬算定式の対象校に、今までございませんでした義務教育学校を追加

しております。 

同様に下の項、学校医（耳鼻科）につきましては、義務教育学校前期課程

（１～４学年）及び義務教育学校後期課程（第７学年）を、１０ページに移

り眼科につきましては、義務教育学校前期課程第４学年及び義務教育学校後

期課程第７学年を明示し、追加をしております。 

続きまして１１ページです。 

長与町立学校設置条例の一部改正についてです。 

第１条中、中学校の次に、義務教育学校を追加し、義務教育学校の設置根

拠を明確化しております。 

新たに条文として「第４条（義務教育学校の名称及び位置）」を新設し、

あわせて別表第３を追加しております。 

この中身については、新設校である高田学園の名称、所在地の記載として

おります。 

続いて既存の小学校別表第１（第２条関係）を、高田小学校を削除したも

のに置換をしております。 

そして、別表第２に条の参照見出しがございませんでしたのでそれを付与、

そして、高田中学校の項を削っております。 



続きまして学校体育施設使用料条例の一部改正、１３ページです。 

最初に用語整理、第４条第１項中、「つねに」を漢字の「常に」に置換修

正、そして同条３項中、「又はその」の前に、「、又はその」の読点を追加

をしております。 

次に別表第５条、第７条関係、旧高田小、旧高田中の施設区分を１７から

１８ページになりますが、義務教育学校の各校舎、高田学園百合野校舎、こ

れは旧高田小のことです。高田学園さくら野校舎、これは旧高田中学校のこ

とです。として再編をしております。 

料金表については従前の区分を継承しております。この改正によって変え

ているものではございません。それぞれの施設区分に応じて使用料を整理し

て差し替えるのみでございます。 

続きまして学校給食共同調理場条例の一部改正、２０ページです。 

第１条中、引用条の条番号を最新化しております。 

元となる法律が改正されたことによって条ずれがおこっておりましたので

この際、変更するものでございます。 

次に、第２条中、給食供給先の校名を再編後の高田学園（さくら野校舎）

に置換をしております。 

続き、次に第５条中、用語整理です。 

小学校中学校という表現を一般的な学校という言い方に改め、平仮名であ

った「すべて」を漢字の「全て」に変更をしております。 

最後に暴力団排除条例の一部改正です。２１ページになります。 

第１４条第１項中、学校区分に義務教育学校を追加し、関係規定の対象を

拡張しております。 

説明の中にございました学校の校舎名についてですが、先ほど次長の説明

でもありましたとおり、高田学園という名前につきましては、教職員児童生徒

そして保護者、地元関係者の４者による高田の未来を語る会によって御協議頂

き我々のほうに御答申頂いたそのままの高田学園という名称を採用してござい

ますが、校舎名につきましては、一つの義務教育学校に複数の施設が存在する

際に、それぞれの建物を区別し、円滑な、学校運営を図るための、あくまでも

実務的な名称というふうに位置づけをしております。 

この４者協議である高田の未来の語る会においては、学校名の決定という

事のみならず、様々学校の根幹に関わる重要な事項について、多様な意見を

尊重し、時間をかけて合意形成を図るプロセスとして位置づけをしておりま

す。 

従いまして、校舎名称のような実務的な事項につきましては、我々教育委

員会の判断で迅速に進めることが全体の設置準備を円滑に進める上で適切で



あると判断し、我々のほうで決めさせていただいたということでございます。 

多少長くなりましたが私の説明は以上です。 

○金﨑教育長 

  それでは議案第４０号について質疑はございませんか。 

では承認ということでよろしいでしょうか。 

承認と認めます。 

続きまして議案第４１号、令和７年度教育に関する事務の管理及び執行状

況の点検及び評価についての提案理由の説明を求めます。 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

議案第４１号、令和７年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及

び評価について、提案理由を申し上げます。 

資料は別冊として事前にお送りしていたものになります。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、

教育に関する事務の管理及び執行状況の点検と評価を行いましたので、その

承認を求めるものでございます。 

内容につきまして、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 

別冊資料のまず１ページをお開きください。はじめにの部分です。 

教育委員会では、法律に基づき、事務の管理及び執行状況について自ら点

検と評価を行い、その結果を議会に提出、また公表することになっておりま

す。 

この報告書は、令和６年度に実施した事業につきまして、本町の事務事業

評価の方法により点検と評価を行い、まとめたものになります。 

次に、評価の対象ですが、令和６年度に実施した事業の中から第１０次総

合計画、教育振興基本計画に基づき、２６の事業を対象としております。 

３点目の、点検評価の方法ですが、事務事業の評価については、妥当性、

有効性、効率性の三つの視点から、ＡＢＣＤの４段階で総合評価をいたしま

した。 

これらの評価を踏まえ、事業の問題点や、今後想定される課題、その課題

に対する改善案も含めた検討を行っております。 

さらに、今後の事業展開、その方向性を拡充、改善、継続実施、縮小、廃

止、終了に区分しております。 

４点目については、教育委員会が行った点検、評価に関して、客観性の確

保と多様な視点からの評価を得るため、元中学校校長の江口様と元小学校校

長の永富様、お二人から御意見と御助言を頂き、外部評価委員の意見として

掲載しております。 



２ページをお願いいたします。 

令和６年度における教育委員会の開催状況です。 

定例会を１２回開催し、３３件の議案を御審議、御承認頂きました。 

３ページには、教育委員会の活動状況を掲載しております。 

次に４ページをお願いいたします。 

教育行政を進める上での基本施策の体系図をお示ししております。 

次に５ページをお願いいたします。 

点検評価の対象とした事業の一覧でございます。 

このうち、令和６年度の事業実施状況が改善または拡充して実施したと判

断した事業について、主なものを御説明させていただきます。 

まずは改善とした事業です。 

９ページをお願いいたします。 

シート番号２６、特別支援教育の充実です。 

上から四つ目の見出しに括弧つきで評価対象年度を単年度の評価と書かれ

た箇所があろうかと思います。 

表の下段、ちょうどシートの真ん中辺りになりますけれども、Ｒ６年度に

実施した事業改善の取組という欄を御覧ください。 

指導教諭と連携をとりながら、町内の特別支援教育において共通理解をす

べき事項等を把握し、定期的に研修会を行うようにいたしました。 

今後ともこれを継続し、児童生徒の指導に当たる教員の特別支援教育に関

する資質、能力を高めてまいりたいと考えております。 

次に１９ページをお願いいたします。 

シート番号３６の図書館運営事業です。 

第２次子ども読書活動推進計画を策定したほか、小・中学生のタブレット

端末を活用した電子図書館利用促進の取組として、夏休みにお試しＩＤを発

行し、３,０００点を超える利用につながりました。 

今後とも、さらなる電子図書館の利用促進を図るとともに、新図書館移転

に向けた準備を行ってまいります。 

次に２４ページをお願いいたします。 

シート番号４１のスポーツ大会教室の充実及び参加促進です。 

近年、町民ソフトボール大会や町民体育祭の参加者が減少していることか

ら、複数自治会合同チームでの参加を可能とするなど、条件を緩和し、自治

会の負担軽減を図りました。 

また、ＳＵＰ体験事業において、ＢＩＧＳＵＰを導入したほか、スタジア

ムシティを活用したプロスポーツクラブとの連携を図るなど、工夫を凝らし

ながら、住民皆さまのスポーツに接する機会の充実に努めております。 



次に、２６ページになります。 

シート番号４３のスポーツ施設の充実と有効利用です。 

町民体育館のトレーニング室のＬＩＮＥ予約を導入し、利用者の利便性向

上と予約管理に係る事務軽減を図っております。 

今年度はスマートロック、スマートフォンで体育館の鍵を操作できるもの

になりますけれども、この導入を予定しており、ＩＣＴの効果的な活用によ

り、利便性向上と負担軽減を図ってまいります。 

続きまして、拡充とした事業についてです。 

ページは戻っていただいて１４ページをお願いいたします。 

シート番号３１の学校施設等改修事業です。 

長与小学校校舎全体のＬＥＤ化を実施いたしました。 

整備に当たりまして、民間事業者の協力のもと、仕様書などの作成を直営

で行ったほか、契約方式や工事の手法、支払い方法に至るまで研究を重ね、

町の負担軽減や事務手続の効率化を図ることができました。 

結果として、この事業では２,２００万円以上という大きな事業費削減につ

ながっております。 

最後に、その次の１５ページをお願いいたします。 

シート番号３２の学校教材整備事業です。 

２ｎｄＧＩＧＡでのタブレット端末更新に当たり、県下の市町で調達に関

する情報共有や協議を重ね、本町の端末整備更新計画を作成いたしました。 

これに基づき、仕様書を作成し、翌年度予算に必要経費を計上しておりま

す。 

今後、新端末の導入、そして、児童生徒の円滑な利用に向けて、ＩＣＴ環

境の整備に努めてまいります。 

次に３２ページをお開きください。 

ここからは、お二人の先生から頂きました所見になります。 

総合評価として２６事業のうち２２事業がＡ評価であり、事業の目的や内

容の達成に向けて真摯に取り組む姿が読み取れること。 

また、県内トップクラスの成績を維持していることについて、児童生徒、

教師、保護者など全ての関係者への激励も頂いております。 

一方で、ＩＣＴ教育を進める上での課題のほか、早急の改善が必要な事業

などについての御提言も頂いたところでございます。 

最後に、４７ページになります。 

終わりにという中で、教育委員会としてこの報告書を公表する意義などを

お示ししております。 

以上が令和７年度の評価報告書の概要でございます。 



委員皆さまからの事業に関する御意見などを賜りたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○金﨑教育長 

では議案第４１号について、質疑はございませんか。 

仁田委員。 

○仁田委員 

１０ページの事業名が心の問題への対応ということで、項目が２７になる

と思いますが、総合評価が前年がＡだったのに対して、Ｃになっているのは

なぜかと思いまして。具体例を一つ二つ教えてください。お願いします。 

○金﨑教育長 

学校教育課鳥山理事。 

○学校教育課鳥山理事 

お尋ねありがとうございます。 

Ｃになっておりますので、質問があろうかと思っておりました。 

まず、妥当性、有効性、効率性、この３観点で評価をすることになってお

りまして、この有効性にバツをつけると自動的にＣになります。 

そのため評価が大きく変わった次第でございます。 

なぜそこにバツをつけたかと申しますと、今、不登校対策として、適応指

導教室であるとか、校内教育支援センターの取組で、丁寧な、一人一人に合

った対応を行っているところでございますが、まだ十分な結果が得られてい

ない。少しずつ変化、改善は見られるのですが、登校につながった、教室復

帰へつながったっていう、明確な結果が出ていないので、ここに丸はつけら

れないだろうと判断しその結果、評価Ｃになった次第です。 

でも、少しずつですね、子どもたちには改善が見られて、家から出てみか

ん狩りの体験や陶芸体験ができるようになったり、適応指導教室から少し学

校に、お昼からの時間帯少し学校にいたりっていうような、少しずつ変化は、

得られてきております。 

これが次年度、よい結果にまた、ステップアップしていけばいいなと思っ

ておるところでございます。 

今後、継続、拡充を図っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○金﨑教育長 

仁田委員。 

○仁田委員 

どうもありがとうございました。よく分かりました。 

事業改善の取組の欄のところに、適応指導教室と校内教育支援センターと



の連携により、校内支援センターへの登校が安定した児童がいたっていう一

文を読んで、何かうれしいようなほっとしたような気持ちになりましたので、

これから益々先生方の御指導がですね、学校、町内全体に広がるようにって

いうふうに、念じておりますので、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

○金﨑教育長 

廣田委員。 

○廣田委員 

お疲れさまです。 

心の問題への対応ということで、有効性は、すぐに目に見えるものではご

ざいませんし、それから児童一人一人心に抱えているものは違います。 

教育支援センターとか心の教室から、学級に戻すとか学校へ来られるように

するとかいうのは、それはその子にとっての最終目的ではなくて、その子の心

がどの場所で１番安定して過ごせるかっていう、そこをちゃんと先生方がよく

見てらっしゃると思うんですね。 

ですから私は、有効性とか、目に見えるようにっていうのを急ぐあまりに

子どもの心を置き去りにしていない教育を教育委員会が行ってるという証な

ので、胸を張って、このＣは、頑張ってきた証だということで、私はそうい

うふうに考えさせていただきます。 

とても大変なことですけど、どうぞこれからもよろしくお願いします。 

以上です。 

○金﨑教育長 

山本委員。 

○山本委員 

同じなんですけど２７シート、１０ページ目の質問なんですけども、ちょ

っと私が読み漏らしたか、もしかしたらどっかで御説明頂いたかもしれない

んですけど、今年度令和７年度の取組方針のところにある確かな一歩推進事

業ってあるんですが、これ令和６年度もされてるんですけど、この確かな一

歩推進事業っていうのはどういう内容なんでしょうか。教えてください。 

○金﨑教育長 

学校教育課鳥山理事 

○学校教育課鳥山理事 

確かな一歩推進事業というのは、県の事業でそれを受けて取り組んでおり

ます。 

本町としましては、やはり家庭での引きこもりから、少しでも外へ、社会

とのつながり、人とのつながりっていうところの一歩を踏み出す力を育みた



いと考えておりまして、やはり体験活動、それも自然や造形活動というよう

なところがいいのではないかと考えておりまして、陶芸の体験、それからみ

かん狩りの体験というのを行っております。 

本年度も今度、みかん狩り体験が行われるんですが、１０名の児童生徒が

参加の予定になっております。 

こういう形で少しずつ少しずつその参加でつながったり、地域の人との関

わりが増えることで、その楽しさ、誰かと何かをする楽しさっていうところ

を味わって、少しずつ心のエネルギーがたまっていくといいなと考えている

取組でございます。 

以上でございます。 

○金﨑教育長 

山本委員。 

○山本委員 

ありがとうございます。内容が分かりました。 

続けてもう１個あるんですけど、３４シート目、１７ページですね。 

永富先生の指摘にもあったと思うんですけど、ここの指標ですね、指標中

の②、メディア安全指導の実施回数というところで、令和６年度、１５回の

目標に対して２回となっています。 

メディア安全指導に関しては最近ですね、スマホとかタブレットを使う低

年齢化が進んでいて、本来は保護者が、保護者というか家庭で、いろんな指

導をやらないといけないと思うのですが、なかなか保護者の知識もついてい

っていなかったりということもあると思うので、こういったメディア安全指

導っていうのは学校であり、近隣のどこかでやっていただくというのは非常

に有効かなと思っています。 

とは言っても令和６年度ですね１５回計画していたけど２回しかできなか

ったということがあったので、何かこう要因があったのか、ほかで開催され

ていたのか、また今年度も１６回ぐらい計画をされているんですけど、今年

度の開催状況って、現時点でどうなのかなというところが気になったので、

教えていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○金﨑教育長 

生涯学習課中尾課長。 

○生涯学習課中尾課長 

はい、メディア安全指導の件になると思います。 

こちらはですね、あくまでも、まず、いろいろな団体、ＰＴＡとか保護者

の団体、もちろん先生の方々でも構わないんですけど、団体からの申込みが



あった場合、うちのほうが、指導者という形でですね、行って開いてるもの

になります。 

今年ですね、すいません今手元に回数というのは今押さえてないんですけ

ど、こちらのほうからしませんかというお話はしてるんですけど、何かなか

なか団体のほうから手が挙がらないという形で、どうしても開催回数という

のがですね、昨年度が２回となっている状況であります。 

そしてもっとこういったのがありますよという広報活動をもっとやってい

かないといけないなと思っているのですが、なかなか気持ちとあと団体等で

すね、そちらのほうからの意思というか、意向がなかなか伝わってこないと

いう部分になっております。これからは、委員も言われるとおり、やっぱり

こちらのほうからもっとですね、積極的にそういった部分というのは発信を

していかないと思っております。 

以上です。 

○金﨑教育長 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

今の答弁に補足なんですけれども、この春、国のほうからこのメディア安

全指導で入学式とかに合わせてぜひやってほしいという推進資料もですね、

国がつくったものをお配りして実施するようなことが始まっております。 

それを受けて３中学校で、いずれも、自校の先生方が講師となってですね、

そのプリントを活用して説明をしたということもございます。 

結果的に受講数としてはですね、例年どおりとなっております。 

回数として今２回となってるのが、その個別の実施の申入れがなかったの

で、その件数だけのカウントでちょっと、若干大きくですね数が少なくなっ

ているという状況でございます。 

補足でございます。 

○金﨑教育長 

学校教育課鳥山理事。 

○学校教育課鳥山理事 

次長等のお話と重なるところがあるんですが、やはりＳＮＳ等のトラブル

が学校でも、少なからず起こったりしております。 

その関係で学校もこのメディア安全指導という点にすごく力を入れており

まして、ある中学校では、毎月必ずＳＮＳやメディアのことについて、担任

が話をしたり、子どもたちに話合いをさせたりしながら、そして１か月を振

り返る、次の１か月の計画を立てるというような取組をしている学校もござ

います。 



メディア安全指導員を招いたっていうような研修会っていうよりも、学校

独自で、それぞれの学校の実態、子どもたちの実態に合ったやり方で、メデ

ィア安全指導については力を入れておるところでございます。 

以上でございます。 

○金﨑教育長 

山本委員。 

○山本委員 

御説明ありがとうございました。 

非常によく分かりました。 

御説明を聞いて、学校でそのような教育が以前よりも多分たくさんされて

いるのかなという印象も受けました。 

それ聞いて安心しましたところですね。 

こちらに書いてある、メディア安全指導実施回数っていう指標についても、

内容がよく分かりましたので、目標については、二、三年たったら、ちょっ

と再考してもいいのかなっていうふうにはちょっと感じました。 

あと子どもたちにとっては、そういった形で、学校で教育されているって

いうことなので、非常にいいなと思ったんですけど、どちらかというと、保

護者とか、若いもう学校に通ってないような、一般の青年たちとか、そうい

ったところへの、モラル教育というかモラルをちゃんと、意識して、ＳＮＳ

等を使っていただきたいというのはあるので、もっと広める形として、青少

年健全育成事業としては何かそういったものが、広まっていけばいいのかな

と思いました。 

以上です。 

ありがとうございました。 

○金﨑教育長 

それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

承認と認めます。 

全ての議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 

○荒木教育次長 

続きまして次第６、その他の議事につきましてこちらで用意しているもの

は特段ございませんが、委員の皆さまから何かございましたらお願いいたし

ます。 

それでは、事務局のほうは何かございますか。 

ないようでございますのでこれをもちまして、本日の定例教育委員会を閉

会いたします。 

お疲れさまでした。 


